
企業理念、企業行動憲章 安全環境推進体制

安全環境基本方針

　当社は、毎年３月に、社長を議長とする安全環境会議を開催し、当該年度の実績報告を行うとともに、
安全環境に取り組む際の基本となる次年度の「安全環境基本方針」を定め、この方針に基づき年度の
活動計画を立て、安全環境活動に取り組んでいます。

　２０２２年３月に開催された安全環境会議で、安全の確保と地球環境の保全の基本方針となる｢富士
石油　２０２２年度　安全環境基本方針｣を以下のとおり定めました。

全役職員は、
安全の確保・地球環境の保全が最も重要な経営課題であると認識し、経営層の強いリーダーシッ
プのもと、安全環境文化の更なる醸成を図るとともに、当社従業員ならびに協力会社従業員の教
育訓練等を更に推進し、協力会社と一体となって安全環境意識の一層の高揚を図る。

法令順守のもと、無事故・無災害・徹底した環境負荷低減に努める。

IoT・AI 等のデジタル技術他先進テクノロジーを積極的に活用すること等を通じて、自主保安力を
確保・向上させることで重大事故ゼロ・労働災害ゼロを達成する。

高度なリスクアセスメント推進体制の構築等により、事業に潜在するリスクを網羅的に特定し、分
析・評価することでリスクの低減に努めるとともに、事故や自然災害の発生に備えた事業継続能力
の強化を図る。

省エネルギーへの取組みを一層深化・加速させ製油所の低炭素化を推進するとともに、アンモニ
アのボイラーでの混焼や次世代バイオ燃料の製造など地球環境に係る中長期的課題解決に向
けた取組の着実な進展を図る。
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安全環境推進体制

富士石油　２０２２年度　安全環境基本方針

１．企業理念
　当社は２０１３年１０月１日付で旧AOCホールディングスと旧富士石油が合併し、新生富士石
油となり、以下の４つの理念を制定しています。

２．企業行動憲章
　社会・経済が一段と複雑化し高度化する中で、企業は環境問題への取り組みを始めとしてあ
らゆる場面で公正かつ誠実な事業活動を行うという社会的責任が求められております。当社の
社会的な信頼と評価を今後も継続していくため、グループ(当社および当社子会社)全役職員
が取り組むべき「企業行動憲章」を２０１３年１０月１日に制定しています。

・ 安定供給
石油製品等のエネルギー資源を安定的に供給することに努めます。

・ 安全操業および環境保全
無事故、無災害等安全操業に十分配慮して、良質な石油製品等の生産、エネルギー資源の開
発に取り組むとともに、常に環境保全意識の向上を図り、自主的、積極的に環境問題に取り
組みます。

・ 社会貢献
積極的に社会貢献活動に参加し、社会の発展に寄与するよう努めます。また、国際社会の一
員として、各国、各地域の文化、宗教、慣習、言語を尊重し、各国、各地域の発展に貢献します。

・ 法規範の遵守
国内外の法令・規則を遵守するとともに社会倫理に則って良識ある行動をとります。

・ 反社会的勢力との関係遮断
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を遮断します。

・ コミュニケーションの確保
株主、取引先、地域の方々など、広く社会とのコミュニケーションを確保し、企業情報を積極
的かつ公正に開示します。

・ 従業員の人格、個性の尊重
従業員の能力開発に努めるとともに、安全で働きやすい環境を確保し、従業員の人格、個性
を尊重します。

・ 問題への対処
経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、関係
者に周知徹底します。また、本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自ら
が問題解決にあたる姿勢を内外に表明し、原因究明、再発防止に努めます。また、社会への迅
速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上で自らを含めた
厳正な処分を行います。

安全環境基本方針
安全環境会議(議長：社長)
年間の方針・目標・計画

Act
(是正および見直し)

Plan (計画)
Do (実施および運用)

実施状況の調査および評価
システム監査

不適合の調査、是正措置、
および予防措置

製油所長による見直し
目標・計画に基づく安全

環境活動および
教育訓練等の実施

・安全環境査察・各種監査等

Check (評価および監査)

・人財育成委員会
・環境保全委員会
・省エネルギー委員会
・品質委員会

・安全衛生・保安管理会議
・ISO14001会議
・ISO9001会議

・安全衛生委員会
・防災対策委員会

・ エネルギーの安定供給 　 　　　
・ 安全の確保と地球環境の保全　
・ ステークホルダーとの共存共栄　
・ 活力に満ちた働きがいのある職場
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